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第１回 高速道路機構・会社の業務点検フォローアップ検討会 

令和７年５月２２日 

 

 

【総務課長】  それでは、定刻になりましたので、ただいまから第１回高速道路機構・

会社の業務点検フォローアップ検討会を開催させていただきます。本日は御多忙の中御参

集いただきまして、誠にありがとうございます。 

 私、進行を務めさせていただきます、道路局総務課長の石和田です。よろしくお願いい

たします。 

 本日はウェブ会議も併用しての開催となっておりますので、ウェブで御参加の委員の方

につきましては、御発言の際は手挙げ機能を御活用いただくなど、円滑な進行に御協力を

お願いいたします。また、御発言の際はマイクのミュートを解除していただきまして、そ

れ以外のときはマイクをミュートにしていただくようにお願いをいたします。 

 また、会場で御出席の皆様におかれましては、御発言の際、お手元のマイクのトークボ

タンを押していただきますと赤いランプがつきますので、それを確認して御発言いただく

ようにお願いいたします。御発言終了後は、再度、トークボタンを押してランプを消灯さ

せてください。 

 それでは、開会に当たりまして、道路局長の山本より御挨拶申し上げます。 

【道路局長】  道路局長の山本でございます。本日は、委員の皆様におかれましては大

変お忙しい中、御出席を賜りまして、誠にありがとうございます。また、常日頃から道路

行政に対しまして、多大な御理解、御協力、御指導をいただいておりまして、感謝を申し

上げたいと思います。 

 平成１７年の１０月に道路関係四公団が民営化されて、今年でちょうど２０年目の節目

を迎えるということでございます。３つの目的で始まったわけでございますけど、有利子

債務の確実な返済、早期かつ極力少ない国民負担での整備、民間ノウハウの発揮による多

様なサービスの提供、こうした３つの目的の下に事業が進められてきたということでござ

います。 

 ちょうど１０年目、民営化から１０年目を迎えました平成２７年には、有識者の御議論

も踏まえまして、３つの目的に沿って高速道路機構、各高速道路会社の業務点検が実施を

されたというところでございます。平成２７年の業務点検からさらに１０年が経過をした
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ということでございますので、今回フォローアップ検討会を立ち上げさせていただいて、

高速道路機構・会社の対応の状況でありますとか、あるいは、高速道路を取り巻く情勢も

様々変化をしてきておるということでございますので、そういった変化も踏まえた取組の

状況について、平成２７年に行った業務点検をフォローアップさせていただきたいという

ことでございます。 

 本日は、各高速道路会社よりヒアリングを行いまして、会社の対応、取組状況について

意見交換をさせていただきたいと思ってございます。限られた時間ではございますけど、

忌憚のない御意見を賜ればと思います。 

 どうぞよろしくお願い申し上げます。 

【総務課長】  どうもありがとうございました。なお、道路局長におかれましては、他

の公務がございまして、大変恐縮ですが、会議の途中で退席させていただきますので、あ

らかじめ御了承いただきたいと思います。 

 本日の議事につきましては、設置要綱に基づきまして、公開とさせていただきます。ま

た、委員の紹介につきましては、資料１の委員名簿で代えさせていただきたいと思います

ので、よろしくお願いをいたします。 

 なお、本日、小幡委員、梶川委員、清水委員におかれましては、御欠席との連絡をいた

だいております。したがいまして、本日御出席の委員は５名ということでございます。 

 報道関係の皆様につきましては、頭撮りはここまでとさせていただきますので、恐れ入

りますが、御退出をよろしくお願いいたします。 

（報道関係者退室） 

【総務課長】  それでは、本日の議事内容でございますが、資料にありますとおり、議

事１として、高速道路機構・会社の業務点検フォローアップについて、議事２として、高

速道路会社からのヒアリングとなっております。資料につきましては、ページ番号のほか、

資料中央に通し番号をつけさせていただいておりますので、説明の際に適宜御活用いただ

きますと幸いです。 

 本検討会の座長につきましては、根本委員にお願いしているところでございますので、

以後の議事の進行につきましては、根本座長にお願いしたいと思います。よろしくお願い

いたします。 

【根本座長】  かしこまりました。よろしくお願いいたします。 

 これより議事を進めさせていただきます。本日の進め方ですけれども、議事１につきま
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して、事務局より説明いただき、皆様から御意見をいただきます。その次、議事２では、

各高速道路会社から説明いただき、その内容に対して質疑応答をさせていただく形にした

いと思います。 

 それでは、まず、議事１について、事務局より説明をお願いいたします。 

【高速道路課長】  高速道路課長の松本でございます。それでは、資料２を用いまして、

高速道路機構・会社の業務点検フォローアップにつきまして、これまでの経緯、今回のフ

ォローアップの目的、進め方について御説明申し上げたいと思います。 

 資料２の表紙をめくっていただきまして、通しの３ページ目をお願いいたします。これ

までの経緯についてでございます。先ほど道路局長の山本のほうからも御説明申し上げま

したが、平成１７年に道路関係四公団が民営化をいたしました。その際の掲げられた目的

はここにある３つでございます。１つ目としては、４０兆に上る有利子負債の確実な返済、

２つ目として、真に必要な道路を会社の自主性を尊重しつつ、早期にできるだけ少ない国

民負担で建設、３つ目が民間ノウハウの発揮により、多様で弾力的な料金設定や多様なサ

ービスの提供ということにされたところでございます。また、民営化に当たりまして、中

ほどでございますが、民営化関係法施行法がございまして、その附則の中で、政府は法律

の施行後１０年以内に施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を

講ずるものとされたところでございます。これを踏まえまして、民営化から１０年が経過

をいたしました平成２７年に高速道路機構・会社の業務点検検討会を設置いたしまして、

機構・会社からのヒアリング、審議を経まして、同年７月に業務点検結果を取りまとめた

ところでございます。 

 次のページをお願いいたします。通しの４ページ目でございます。平成２７年の機構・

会社の業務点検結果の概要ということでございます。民営化の目的の３つに沿って主な成

果が整理されてございます。まず、１つ目でございますが、有利子債務の確実な返済につ

きましては、民営化時の３７.４兆円から２９.３兆円まで着実に返済との評価を当時いた

だいたところでございます。２つ目の整備に関しましては、会社が機動性や柔軟性を発揮

し、開通前倒しやコスト縮減を達成との評価をいただいてございます。また、３つ目の多

様なノウハウの提供につきましては、整備についてサービスが向上との評価をいただいた

ところでございます。 

 また、主な課題といたしまして、中ほどでございますが、民営化後１０年の間に重大な

災害や事故が発生し、安全安心なサービスを提供するため、老朽化対策、頻発化する大規
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模災害、事故への対応強化が必要とされたところでございます。 

 また、検討会の御意見といたしましては、これまで着実な成果を上げてきた基本的な枠

組みについては当面継続する必要、また、重大な災害事故の発生による国民の安全安心な

通行の確保に対する意識の高まり等も踏まえ、機構・会社はこれまで以上に社会的な役割

を果たしていく必要などとされたところでございます。 

 次のページをお願いいたします。５ページ目でございます。こちらも平成２７年の整理

の主なポイントということでございます。右から３つの目的に、さらに一番下の４という

ことで、経営業務、組織運営という４つの柱で整理がされているところでございます。平

成２７年当時の現状ということで成果、課題を整理し、今後、必要な取組ということで整

理をしているものでございます。説明は割愛いたします。 

 次のページをお願いいたします。６ページ目でございます。今回の業務点検フォローア

ップの目的と進め方でございます。目的につきましては、平成２７年業務点検から１０年

が経過をすることから機構・会社の取組状況についてヒアリングを行いつつ、フォローア

ップを行っていきたいと考えてございます。その際に、①と書いてございますが、平成２

７年の業務点検結果を受けた機構・会社の対応状況に加えまして、②といたしまして、高

速道路を取り巻く情勢変化を踏まえて、機構・会社の取組状況についても確認を行ってま

いりたいと考えてございます。今回のフォローアップの位置づけでございますが、中ほど

でございます。平成２７年の業務点検におきまして、本業務点検結果を受けた機構・会社

の対応状況について適切にフォローアップすることが重要、機構・会社の協力の下で社会

経済情勢等の変化を踏まえながら、業務点検を適宜行っていく予定とされたことがござい

ます。こちらを踏まえて今回の対応、フォローアップを行ってまいりたいと考えてござい

ます。 

 次に、進め方でございます。本日、検討会を設置し、フォローアップの進め方について

御審議をいただくとともに、高速道路４社、具体的にはＮＥＸＣＯ東日本、中日本、西日

本、本四高速の４社からヒアリングを行ってまいりたいと考えてございます。次回以降、

高速道路２社、さらには機構のヒアリングを実施し、フォローアップの取りまとめに向け

て御審議をお願いしたいと思っております。取りまとめにつきましては夏頃予定をし、そ

の後、道路分科会、国土幹線道路部会への報告を予定しているところでございます。 

 説明は以上となります。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

【根本座長】  どうもありがとうございました。 
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 それでは、質疑応答を行いたいと思います。御意見、御質問がある方よろしくお願いい

たします。いかがでしょうか。 

 何も質問がないと事務局ががっかりするといけないから質問させていただきますけれど

も、最初に３７兆円の有利子負債があって、１０年前には２９兆円に減ったということで

すけれども、令和６年３月、直近では債務は幾らになっていますか。 

【高速道路課長】  資料の４ページ目かと思います。平成２６年度期首ということで２

９.３兆とございますが、これに対応する数字といたしまして、令和６年期首ということ

で、２４.８兆円まで減少しているところでございます。 

【根本座長】  特定更新工事５兆円ありましたけれども、それの影響というのは有利子

負債にはそんなには影響していないということですか。 

【高速道路課長】  先生おっしゃるとおり、特定更新、今実施をしておりますので、そ

れが出来上がった後、債務というので加わってくるということはございますが、まだ現在

進行中のところもございますので、また今後、その債務が機構のほうに引き渡されてくる

という部分も、このほかにあるということだと思っております。 

【根本座長】  分かりました。ほかはいかがでしょうか。よろしいですか。 

【石田委員】  石田ですけど、よろしいですか。 

【根本座長】  どうぞ 

【石田委員】  民営化の目的、局長からもありましたけれども、これ２０年前ですよね。

今日、御報告いただく４社からのものを見ましたら、本当にコストマネジメント、コスト

削減を意識されているんですけれども、それだけではできないなというところも、ほの見

えているようにも思います。極力少ない国民負担って一体何なんだろうかということも、

今日、議論させていただければなと思いましたので、よろしくお願いいたします。 

【根本座長】  ありがとうございます。それでは、羽藤先生、お願いいたします。 

【羽藤委員】  私もここの画面ですけれども、道路公団民営化では有利子負債の返済が

順調に進んでいる、１０年間で３７.４兆円から２９.３兆円という話と、先ほど松本さん

からもお話があった２４.８兆円という話、これが非常に重要な成果だというのは、民営

化により財務責任が明確化され、債務返済のインセンティブもちゃんと強化されているこ

との所作であり、郵政民営化の議論についても比較してみた場合に、財務の健全化が制度

的に担保されているということがはっきりと明らかになっているのではないかと思います。

２０５０年までに債務を完済することということが制度として明示されていますが、それ
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が結局のところ、各高速道路会社さんが機構に道路資産をリースして、リース料を通じて

債務返済に充てる構造がちゃんと確立されている。しかも建設という仕組みを盛り込んで

いるということも含めて、建設、利用、返済完了という制度的ゴールが盛り込まれていた

ことの効果が明らかに表れているということで、この点、旧郵政の３事業の民営化との大

きな違いがあり、重要な効果を上げているのではないかと思いました。 

 以上でございます。 

【根本座長】  ありがとうございます。２人の先生から重要な点を御指摘いただいたと

思います。今後、ちゃんと返していけるのかということを、ヒアリングを通じて確認でき

ればと思います。 

 それでは、本題のほうに入っていてよろしいでしょうか。２番目は、議事２ですが、高

速道路会社からのヒアリングです。各高速道路会社から事前に説明の動画をいただいてお

りますけれども、改めて、中日本高速道路会社から１５分、それから、それ以外の会社か

ら５分ずつ、簡単に御説明いただいた後、皆さんから質疑応答、質疑を受けたいと思って

おります。それでは、よろしくお願いいたします。 

【中日本高速道路 取締役 常務執行役員】  ＮＥＸＣＯ中日本取締役常務執行役員の

松井でございます。資料４の３０ページを御覧ください。それでは、当社がこの１０年間

取り組んできた内容、並びに提案事項等につきまして、御説明をさせていただきます。 

 ３１ページ、３２ページは目次でございますので割愛をさせていただいて、３３ページ

を御覧ください。まず、４月６日の未明に当社管内の一部の料金所で発生いたしましたＥ

ＴＣシステム障害の件でございますが、高速道路御利用の多くの皆様を含め、関係社、各

社の皆様に多大な御迷惑、御心配をおかけいたしましたこと、改めまして、この場をお借

りしておわび申し上げます。大変申し訳ございませんでした。 

 事象の概要についてはそちらに記載のとおりですので、改めての説明は控えますが、お

客様を大切するという視点を意識して、６月中をめどに再発防止策と広域的なＥＴＣシス

テム障害が発生した際の危機管理マニュアルの策定を進めるべく検討を進めてまいります。 

 ３４ページ、当社の企業理念、経営方針でございますが、当社は笹子トンネル天井版崩

落事故を引き起こした当事者ということで、安全最優先というものを企業理念に掲げてお

ります。高速道路空間を２４時間３６５日お届けする、ネットワークの効果を次世代につ

ながる新たな価値へ拡げるというようなことで社会に貢献したいというのが企業理念でご

ざいまして、その理念の達成するために４つの経営方針を掲げておりますが、安全性向上
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に向けた不断の取組の深化、これを最上位に掲げた上で、高速道路の進化と新たな価値創

造に積極的に取り組んでいくというのが経営方針でございます。 

 ３５ページでございますが、経営方針の最上位に掲げる安全性向上に向けた不断の取組

でございますが、そこに記載の５つの取組を、ＰＤＣＡを回しながら実践をしております。

笹子の事故の記憶と教訓を風化させることなく、安全最優先の企業文化の醸成に今後とも

取り組んでまいります。 

 ３６ページ、お願いいたします。ネットワークの整備の推進についてでございます。こ

の１０年間で、弊社では新名神や新東名など、５路線で１９９キロの供用を開始しており

ます。新名神、新東名開通した区間の並行する区間では、渋滞の解消など著しい効果が上

げておりますが、特に御殿場ジャンクションから草津のジャンクションまでダブルネット

が完成したということで、事故が起きたり、災害のときの通行止め時であったり、リニュ

ーアル事業の際に、東名、名神から新東名、新名神などへの迂回が可能になったというこ

とで、東京、名古屋、大阪間の高速道路の交通の輸送の安定性が格段に高まったのではな

いかと考えております。 

 ３７ページをお願いします。４車線化、６車線化でございますが、当社におきましては、

東海北陸道の４車線化、また、新東名、新名神の６車線化の事業を推進いたしました。そ

れぞれ開通した区間では、渋滞の減少や事故の減少など効果が出ておりますが、このシー

トには記載がありませんが、新東名の６車線化では走行速度が１２０キロになったり、ま

た、後ほど御説明いたしますが、自動運転車優先レーンの設置など高速道路の進化につな

がる取組を進めておることを申し添えます。 

 続きまして、渋滞と対策でございます。次のページ、３８ページ、よろしくお願いしま

す。渋滞ボトルネックの対策といたしましては、東名の大和トンネル付近、中央道の小仏

トンネル付近、また、名神の一宮ジャンクション付近等で事業を推進いたしました。特に

昨年９月に完成しておりますが、名神の一宮ジャンクション付近の渋滞対策では、現況の

幅員の中で車線の幅や路肩の幅員を縮小させて３車線を達成するというような考え方で行

いまして、結果として、非常に低コスト、また、工期も非常に短縮するような形で暫定の

３車線が完成しております。 

 続きまして、３９ページお願いします。特定更新事業についてでございます。２０１５

年からリニューアルの事業を始めておりますが、橋梁関係では大体契約率が今５０％ぐら

いまで来ております。特に弊社管内で重交通路線が多いということで、渋滞が発生しない
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ように車線数を確保したまま、例えば床板の取替えを行うですとか、そのために積極的に

迂回の広報するだとか、また、一時的に規制をかけますので、そういった安全対策をしっ

かりするなど、社会的な影響をできるだけ発生させないような、最小化するような取組と

ともに事業の推進をしているところでございます。 

 続きまして、４０ページです。効率的な維持管理ということで、最近のインフラ老朽化

に伴って管理事業の事業量が増大しておりますが、それに対応して、コスト縮減をしっか

り図っていかないと、というようなことで事業を進めております。こちらでは高解像度カ

メラを利用した点検であったり、ロードジッパーの採用による渋滞対策の縮減などを記載

しております。右上にグラフがありますが、インセンティブ助成ということで、コスト削

減したケースについては機構が認定をしていただいておりますが、従前は新設改築事業で

のインセンティブの認定というのがほとんどだったんですが、最近では、継続的に維持管

理部門でもコスト縮減の認定を受けているということで、維持管理部門でのコスト縮減も

しっかりと意識しながら事業を進めておるところでございます。 

 ４１ページ、激甚化、頻発化する自然災害への対応ということで、耐震補強事業等を進

めておるほか、関係機関と連携を密にして、事前の準備をしっかりと強化しているという

ことでございます。また、人命を最優先に、予防的通行止めを実施することにした冬季の

交通の確保の件であるとか、併せて除雪方法の見直しであったり体制の強化、また、お客

様への事前の広報を強化するなどの取組を行っております。また、休憩施設においては、

自衛隊、警察、消防やＤＭＡＴなどの進出拠点というようなことを示したり、ヘリポート

を設置したり、自家発電設備を強化したり、そういった強化、また、訓練をしっかりと実

施するなどして、防災機能の強化に努めております。また、昨年１月に発生いたしました

能登半島地震の際には、地域の皆様に対する炊き出しですとか、また、トイレカーの派遣

等で支援を行ったということでございます。 

 続きまして、４２ページを御覧ください。これは私どもが保全の部門、維持管理、運営

の在り方をデジタル技術やロボティクスの技術を活用して積極的に見直していきたいとい

うことで、ｉ－ＭＯＶＥＭＥＮＴプロジェクトというものを推進しております。ここで、

一つの事例ですが、道路管制センターの高度化というようなところを説明いたしますと、

従前は目視でどういうことが起こったかということを監視しておったわけなんですが、例

えばセンサーですとか画像認識の技術を活用して、道路上で何か問題が起これば自動認識

をすると、そういったものを、自動認識をしてそれを適切にまた伝達すると、そんなこと



 -9-

で作業の迅速化だとか省力化、そんなものに努めていきたいと考えておりますし、また、

一番下、右下に書いてありますが、イノベーション交流会というものを組織しておりまし

て、これは各企業であったり研究機関、大学等に参加いただいておりまして、１３０社団

体以上が集まっておりますが、そういったところで新しい技術の活用方法だとか、そんな

ものを議論しているところでございます。 

 続きまして、４３ページ、お願いします。次は高速道路の進化への取組ですが、特に私

どもは新東名高速道路を運営しているということで、従前から高速道路における自動運転

実現に向けた取組を積極的に行っております。２０２１年には、後続車、無人の隊列走行

の実験を新東名で行っておりますし、昨年の５月から７月にかけては、これは新東名の建

設中区間を活用して、１０団体と路車協調の実験を行っております。また、今年の３月か

ら新東名の静岡県供用中の区間で自動運転車優先のレーンを設置して、合流支援の分析だ

とかそんなような検証を、これは国の皆さんとともに検証を開始しているというようなと

ころでございます。 

 次、お願いします。また、物流の効率化、これも非常に大切だということで積極的に取

り組んでおります。この１０年間で、当社管内で約２,０００台ほど大型車のマスを追加、

設置をしております。また、豊橋のＰＡや浜松いなさ路外駐車場では、予約ができるマス

を７か所で準備して、そんな実験も始めております。また、トラックドライバーの労働環

境の改善を図りたいということで、新東名の浜松サービスエリア下り線の隣接地になりま

すけども、コネクトエリア浜松というような中継輸送拠点を設けておりまして、近年働き

方改革の影響かと思いますが、利用率が向上してきております。そんなこともありまして、

また来月、６月には静岡県内に同様の施設を２か所ほど設置する準備を今、進めておると

ころでございます。 

 社会的課題の解決ということで、次の４５ページをお願いします。休日割引に関してな

んですが、観光需要の平準化、交通分散というようなことで、２０２３年度より順次、特

にゴールデンウイーク、お盆やお正月の交通混雑期には適用除外を始めております。その

結果として、渋滞量の減少が見られているということで、今年度は３連休も含めて、そう

いった対策を取るというような対応を行っております。また、一方で、観光の振興を図り

たいということで、高速道路の周遊パスの販売を努めておりまして、特に当社の場合は、

沿線の観光施設や沿線の宿泊施設とタイアップしたような商品を多数販売しております。

結果として、下にも書いてありますが、周遊パスの販売の状況も右肩上がりで推移をして
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おるところでございます。 

 ４６ページお願いします。先ほどもありましたけども、民間のノウハウを活用して新た

なサービスを提供していくんだというのが民営化の目的の一つだったかと思いますが、高

速道路のサービスエリアでは民営化以降、店舗の充実、サービスの充実に努めておりまし

て、この１０年もそういった取組を継続しております。併せて、近年特に力を入れており

ますのが、地方の公共団体ですとか地域の企業の皆様と共同して、地域活性化に資するよ

うな取組に積極的に取り組んでいきたいと考えております。先ほど御説明した高速道路周

遊パスもその一つだと思っておりますし、ここでは道の駅の管理運営ですとか、市中のそ

ういった施設の管理運営も少し始めていたり、また、インターチェンジ周辺に商業施設を

整備するような事業も行っているということで、今後とも積極的に地域活性化に資するよ

うな事業を行っていきたいと考えております。 

 また、次のページお願いします。高速道路事業で培った技術やノウハウ、こういったも

のを活用して、地方公共団体が管理するような道路の維持管理であったり、点検であった

り、そんなものを受注したり、受託を受けたりしているようなものであったり、ＥＴＣの

多目的利用を後押ししたいということで、ＥＴＣＸの事業者様と連携を図って、例えば、

ＥＴＣ決済がガソリンスタンドであったり、駐車場で使えるような取組を共同で行ってお

ります。 

 ４８ページをお願いします。高速道路を適正に管理していくためには、今、少子高齢化

でなかなか担い手不足ということもありますので、そういったところをしっかり確保して

いかなければいけないと考えております。建設業の担い手確保の策として、２０２３年度

以降は、災害復旧工事を除く全ての工事で週休２日の制度を導入しております。また、工

事円滑化ガイドラインというものを策定いたしまして、適正な工事設定であるとか書類作

成の縮減だとかそんなことを達成しつつ、建設業の担い手確保に協力していきたいと考え

ております。併せて、当社グループの社員の担い手もしっかり確保していかないといけな

いということで、今まで私ども転勤の多い職場でございましたけども、最近では、社員の

ワーク・ライフ・バランスを推進するために勤務エリアを限定する、転勤がないような社

員の、そういった職種も制定するなどして担い手の確保に努めていきたいし、その結果と

して、高速道路をしっかりと持続的に管理をしていきたい、そういった取組を進めており

ます。 

 最後に、４点ほど、御提案をしたい事項ということでまとめておりますが、次ページ以
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降で御説明をします。 

 ５０ページをお願いします。まず、１点目は、いろいろとコスト縮減には努めているも

のの、この１０年間で、例えばそこでは普通作業員が１.３倍だとか、コンクリート単価

が１.６倍だとか書いてありますが、労務費だとか材料費が非常に値上がっているという

こと、また、インフラについては老朽化が加速している。さらには大雪の対策等、社会要

請の対応も必要だというようなことで、こういったものに対応していくためには、さらな

る事業費を確保していく必要があると。そういった意味で、財源をどのように確保してい

くかというような検討が必要ではないかと考えております。 

 次のページでございますが、機能強化の取組でございますが、私どもまだ東名ですとか

中央道の東京の近くでは渋滞が頻発するような区間もございますし、東海、北陸道なんか

では、まだ飛騨トンネルみたいなところの４車線化の事業、また、新東名、新名神も、一

部は６車線化ができておりますが、まだ６車線化するような区間も必要ではないかと考え

ておりまして、債務の返済状況、全体の採算性なんかもにらみつつということだと思いま

すが、引き続きネットワークの強化が必要だと思っておりますので、そういったものにつ

いては、国、機構さんとも協議しながら、進めていければと考えております。 

 次のページ、３点目でございますが、カーボンニュートラルの実現など、社会的課題の

解決に向けた取組や自動運転などの高速の進化に向けた取組のためには、財源をしっかり

確保していく必要があるだろうと思っています。特に自動運転など先駆的な取組は、個別

の会社がそれぞれ、いろいろなことをやるというよりも、６社がしっかり協働して成果を

共有しながら、国や関係の企業の皆様とも協力しながら効率的に進めていく必要があるん

じゃないかなと考えております。 

 それから最後、いろいろ社会的な要請に基づく新たな施設整備なんかのいろいろな需要

があると思うんですけども、特に今回、自動運転の発着拠点なんかで御説明をいたします

けども、今、新東名で自動運転車優先レーンの整備を進めておりますが、そこの場所には

発着拠点の整備も行う予定にしております。そういったものの使用料を無料にするのか、

有料するのかというのがありますけども、例えば、無料の場合には施設の維持管理も含め

て、例えば道路利用者のいわゆる料金でそういうものを賄っていいのかだとかそんなよう

な問題が出てまいりますし、逆にそういったところを有料にして使用料を徴収しようとし

たときに、道路事業で整備したものに対して使用料を取っていいのかなとか、いやいや、

使用料を取るんだったら全部関連事業で負担するとか、そんなような少し議論があるかと
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思います。なので、そういった関連事業と道路事業との費用負担の在り方ですとか、場合

によっては施設の利用者からの料金徴収であったり沿線の自治体からの負担だとか、そん

なものも含めて、こういった施設に対してどういう負担をしていくのがよろしいかという

ようなことを今後整理していく必要があるんじゃないかと考えております。 

 以上で、中日本の説明については終わりにしたいと思います。どうもありがとうござい

ました。 

【根本座長】  ありがとうございました。 

 これ以降ですけれども、途中で退席を予定している先生がいるので、ポイントを絞って

短くできるだけお願いいたします。じゃあ、東日本さんからお願いいたします。 

【東日本高速道路 取締役 兼 常務執行役員】  東日本の伊勢田です。今後に向けて

の提案に絞って御説明申し上げます。 

 資料３の２２ページを御覧ください。金利と物価が上昇するインフレを前提とした運営、

１００年間進化させながら健全な道路資産を持続する運営に関し、４点の提案を申し上げ

ます。 

 ２３ページを御覧ください。全国路線網の料金収入は平成１８年の１兆９,８００億円

が、令和６年には２兆５,３００億円へ１.３倍に増加しましたが、一方、管理運営に要す

る費用は４,７００億円から１兆３,５００億円へ、２.９倍に増加しております。中でも

修繕に要する費用は６００億円から６,３００億円へ１０倍に増加しております。この繕

費の増加要因は大きく２点で、事業料の増加と単価の上昇でございます。 

 ２４ページを御覧ください。事業料の増加は、経年劣化の増加が原因の一つです。写真

を御覧ください。修繕事業では水回りの損傷、凍結防止の塩によるコンクリート損傷、ト

ンネル設備の更新など、経年劣化損傷の修復を行っております。左側のグラフを御覧くだ

さい。橋梁の損傷数が経過年数によって増加することが分かります。右側のグラフを御覧

ください。点検で発見した損傷をどのくらい補修できているのかのグラフです。この１０

年間は毎年８万件の損傷を発見し、６万件から７万件の補修を実施してきていますが、補

修ができていない損傷の残存累積数は２５万件もたまっている状況です。今後、施設の高

齢化に伴い、ますます損傷数が増加することを想定しなければなりません。 

 ２５ページを御覧ください。事業量が増加しているもう一つの要因が、安全安心、快適

レベルを向上させる事業の増加でございます。左の写真から渋滞を改善する付加車線の設

置、正面衝突事故を防ぐためのワイヤーロープの設置、貨物車の休憩ニーズに応えるため
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の駐車マスの拡充、大地震でも輸送を止めないよう橋脚の耐震補強など、今後の１０年間

におきましても、これら安全安心快適レベルの向上に関する事業は増加していくことを想

定しております。 

 ２６ページを御覧ください。修繕費用が増加したもう一つの要因が労務費等資材費の上

昇です。４年間で労務費は１７％、資材費は３３％アップしています。このため、舗装修

繕の工事単価は２８％、橋梁補修の工事単価は２５％も上昇しており、修繕費用の増加要

因となっております。この上昇傾向は今後も続くことを想定しなければなりません。 

 ２７ページを御覧ください。修繕費の増加は、これまで低金利での利払い軽減も活用し

て賄ってきております。折れ線は１０年国債利率の推移です。一昨年までの１０年間は利

払い費が軽減された分を活用して、棒グラフにあるように修繕事業費を追加することがで

きました。しかしながら、金利が上昇してきており、修繕事業に充てることができる利払

い軽減分が減少しています。物価と金利が上昇するインフレを前提とした運営として、２

つの点を国、機構に提案いたします。１点は物価上昇を前提に５年ごとの協定変更で、そ

の後５年間分の物価上昇見込みを反映し、安定的な維持管理修繕事業を展開する仕組みに

することです。２点目は金利上昇を前提に、利払い軽減によらずに安定的な維持管理修繕

事業の財源を確保することを提案いたします。 

 ２８ページを御覧ください。次に、料金について２点提案いたします。一昨年からアク

アラインで時間帯別料金を導入し、渋滞緩和の効果が得られています。アクアラインは定

価が１,９６０円であり、かつ料金システムが全国路線網システムからは独立することで

実現できている時間帯別料金です。この時間帯別料金を関越道や東北道などの渋滞区間へ

も展開することが必要ですけども、そのためには２点の措置が必要です。１点目が渋滞ピ

ーク時間に定価料金を超える料金を設定できる料金制度の措置です。２点目は、全国路線

網の料金システムを大規模に改修しなければならないシステム能力の措置です。ＮＥＸＣ

Ｏ３社が協力し、国、機構と相談しながら対応していきたいと考えております。 

 最後、２９ページを御覧ください。将来さらに柔軟な料金体系を全国路線網に導入する

には、新たな料金収受技術の開発が必要だと考えております。日本のＥＴＣは２５年前に

各料金所での現金収受を基に開発された技術です。一方、タイではナンバープレート画像

と電子タグ情報でセンターサーバー課金する簡素化技術へ転換しております。また、シン

ガポールでは、車載器自体で料金計算をする高度化技術へ転換しております。これら海外

の収受技術を参考に、完全キャッシュレス化やセンターサーバーでの後清算などを次世代
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型ＥＴＣの開発に取り組みたいと考えております。高速各社の技術開発を国で束ね、統合

していただければと提案いたします。 

 以上です。 

【根本座長】  ありがとうございました。 

 それでは、続きまして、西日本さんお願いいたします。 

【西日本高速道路 代表取締役専務執行役員】  西日本高速の後藤でございます。資料

のほうで、特に申し上げたいことを３枚使って御説明申し上げます。 

まず、真ん中の大きいページ番号でいきますと６５ページでございます。 

 これまでの説明と重複する部分もございますけれども、高速道路は、建設後３０年以上

の延長比率が６３％にも達しておりまして、特に橋梁では劣化が顕在化しております。老

朽化の進展に伴いまして、補修箇所が増えてきている。さらに材料費だとか労務費の高騰、

加えまして、点検の強化、雪氷対策の強化の取組等により、コスト縮減等の効率化の取組

を進めているものの、全体といたしましては、管理コストは１０年前に比べて１.４倍に

増加してきているといったところでございます。 

 次に、少し飛びますが、７２ページを御覧ください。大規模災害への備えというのは重

要であります。特に南海トラフ巨大地震に備えまして、私どもは、橋梁の耐震補強を進め

ております。落橋や倒壊を防ぐ耐震対策、これはもう１００％完了しております。現在、

橋としての機能を災害時にも速やかに回復させるための耐震対策として、橋脚補強等を推

進中でございます。特に大規模地震、震度６以上の発生確率が２６％以上の地域の早期対

策完了を目指し、推進しているところでございます。 

 最後に、８１ページでございます。これまでの説明とも重複いたしますけれども、近年

の建設資材の高騰、さらに労務費の上昇、こういったことに伴いまして、高速道路事業に

係る各種費用が増加してきております。これは先ほどの維持管理もそうですし、耐震補強

もそうですし、また、新名神高速道路などでまだ開通していない区間の新設の事業や、ま

た、各地における暫定２車線区間の４車線化など、高速道路事業全てにわたって、資材価

格の高騰だとか労務費の上昇の影響が出てきております。さらに、老朽化等への対応、大

規模災害への備えを進めながら、建設業、運輸業における働き方改革、脱炭素社会に向け

た取組等、社会情勢の変化にも対応していく必要があります。こういったことから、お客

様に安全で安心、快適に御利用していただくための高速道路の事業の実施につきましては、

着実な実施に向けて、財源の確保策の検討が必要だと考えております。今後、しっかり国
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とも連携しながら検討してまいりたいと思います。 

 私のほうからは以上でございます。 

【根本座長】  ありがとうございました。 

 それでは、続いて、本四さんお願いいたします。 

【本州四国連絡高速道路 取締役常務執行役員】  本四高速の今井です。 

 ８８ページをお願いいたします。本四高速の特徴である海峡部の長大橋の維持管理の状

況です。海峡部の長大橋につきましては、ここに示しますように予防保全を基本として、

維持管理しております。橋梁本体としては健全な状態ですが、ここの４つの写真に示しま

すように、一部の部材で想定以上の損傷が進んでいます。このため、下の写真に示します

ように大型の伸縮装置の更新を昼夜間規制を行ってやることになってございます。このよ

うに、長大橋に関しましては特殊な構造物で、しかも特殊なものが多いというようなこと

でございまして、現在有識者を交えまして、補修方法、補修時期について検討しておりま

す。今後、補修の必要性、あと渋滞など社会的な影響について世の中にお話ししていくと

いうようなことが必要かと考えてございます。 

 次に、９４ページをお開きください。９４ページにつきましては料金施策でございます

が、平成２６年の新たな料金に関する基本方針を受けまして、海峡部の料金につきまして、

大幅に低減されております。これに伴いまして、右のグラフに示しておりますが、交通量、

料金収入とも、コロナ禍を除けば着実に増加してございます。一昨年ですが、全体で４,

５００万台の皆さんに御利用いただきました。昨年度はそれをさらに上回ってございます。

引き続き、自治体とともに利用促進に取り組んでいきたいと考えてございます。 

 次に、９８ページをお願いいたします。利用促進の取組でございます。平成２６年の全

国路線網編入を契機としまして、下に示しますような経済団体、自治体とともに、環瀬戸

内海地域交流促進協議会を設けてございます。令和１０年に、本四間の交流を１,０００

万人増やすというような目標で活動しております。それに対応します本四間の県境断面の

交通量が６万１,０００台というものを目指しておりまして、昨年度が目標５万８,５００

台に対しまして、５万８,３００台と、ここには数字を書いてございませんが、ほぼほぼ

目標を達成していると考えてございます。次のページに示しておりますが、ここに示すよ

うな具体的な取組をいろいろ行ってございます。 

 次に、１００ページでございますが、自転車関係の取組です。しまなみ海道は国際サイ

クリング大会、ナショナルサイクルルートの指定などによりまして、世界的にもサイクリ
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ストの聖地になって成長してきています。あと、８番目に示しますように、サイクリング

ルートのネットワーク化、あと大鳴門橋の鉄道空間を利用しまして、兵庫県、徳島県から

自転車道の設置工事を受託しまして、現在工事を進めてございます。 

 最後に、１０７ページをお願いいたします。２００年橋梁に向けた課題です。長大橋の

２００年橋梁の実現に向けまして、当社としましても、維持管理の高度化、効率化を推進

してございます。一方で、明石海峡大橋が開通しまして、８年間、新規採用を停止したと

いうようなこともございまして、４０代の社員が非常に薄いということになってございま

す。また、建設経験のある技術者も減ってきております。国内でも長大橋の建設がなくな

っておりまして、橋梁メーカーの撤退、縮小が行われてございます。このような中で、私

たち本四高速の長大橋はもとより、国内外の長大橋の課題を解決していくということが必

要だと考えてございます。本四高速としましても、国内外の長大橋技術者との技術協力、

技術支援に取り組みまして、組織的に長大橋技術の継承、高度化を図っていきたいと考え

てございます。 

 説明は以上です。 

【根本座長】  ありがとうございました。 

 それでは、質疑応答に移ります。私の手元のメモでは３つのテーマに区切って、すなわ

ち高速道路事業、関連事業、その他社会的課題解決という３つのテーマで議論したらどう

かとあるんですけれども、実は羽藤先生が４時まで、それから石田先生が４時半までしか

御出席できないということなので、お二人の先生は、どのテーマでもよろしいので、質問

していただければと思います。それでは、羽藤先生からお願いいたします。 

【羽藤委員】  どうも皆様、御説明いただきまして、ありがとうございます。大変勉強

になりました。まず、１点目でございますけれども、料金について、ＮＥＸＣＯ中日本の

松井様から料金システムの障害の話が冒頭あったわけでございますけれども、ただ、ここ

まで目立った障害が今までＥＴＣについては出ていなかったということが、むしろ特筆す

べきことかなとも思いまして、ちゃんと対応をとられるということで、この辺りはしっか

りしておられるなという印象を持ちました。 

 一方で、東日本さんがかなり踏み込んで話していたようにも思いますけれども、新たな

課金体系、ＥＴＣ３.０等への対応につきましては、抜本的な料金設定の方法とか共通の

データ基盤の必要性を感じておられるということで、ここについて、踏み込んだ提案があ

ったということ、これもよかったと思います。ただ、ここにもあるような料金システムの
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やたらな簡素化とか、一方でやたらな高度化について、それぞれの提案がある中、どうい

うシステムが高速道路の課金システムに向いているのかということについて、ぜひ東日本

さんにもう一歩踏み込んで、中央集権型のシステムが本当にいいのか、ひょっとしたら分

散型システムのほうがいいのか、いろいろな可能性もあると思います。この辺りについて

もう少し聞いてみたいなという気がしました。料金システムの新技術について、ぜひお伺

いしたいと思った次第です。 

 ２点目、ＮＥＸＣＯ中日本様についてですけれども、ＳＡ、ＰＡの発展的な売上げを増

やしていく、あるいは経営の多角化について、果たして収益が拡大しているのか、してい

ないのかというあたり、あるいは、収益性をもっと増していこうと中日本さんがそういう

方向を目指しているのか、かつて１兆円規模の売り上げをSA/PAでと謳ったトリリオネ

ア・プロジェクトみたいなことも言われていた中、今日松井さんが言われていたのは、む

しろ物流車両向けに２,０００台の駐車マスを新たに割りつけて可能性を感じておられる

ということは、物流不動産への積極的な投資のほうが、収益改善のために貢献できるので

はと感じましたが、中日本さんとしてそのような経営資源の物流不動産などへの新たな投

資に向けてバリアとなっている制度があるのか、もう少しここを積極的にやりたいんだけ

どというところがあれば、追加的に伺えないでしょうか。 

 さらに、ＳＡ、ＰＡに関連して、東日本さんにお聞きしたいのが、バイオマス発電のよ

うなことをＮＥＸＣＯ東日本さんはやられていると思うんですけれども、こういう事業を

水平展開しようとしたとき、道路の電力会社をつくるみたいなことが、もっと積極的に展

開されてもいいのではないかと思うんですが、水平展開を阻害する制度バリアがあるのか

どうかということが気になったので、これもお聞きしたい。 

 最後、本四さんに向けてですけれども、損傷が進んでいるということで長大橋の維持管

理の推進はかなり深刻だということを改めて認識したんですけれども、一方で需要が、意

外と言ってはあれなんですけれども、着実に増えているというところに、かなり努力もさ

れきたことと思いますし、インフラというのは使われることで効果を発揮するわけで、環

瀬戸内海の交流促進協議会で、６万１,０００台という目標を掲げて、整備局を超えた取

組ができているということ、この点は本四公団さんの本当にすばらしい取組だと思いまし

た。ただ、建設経験がない人材が増えてきている、新しい橋の建設が日本の中でないとい

う中で、人材確保と教育について一体どうしようとされているのか、もう一歩踏み込んだ

提案があれば、ぜひお聞きしたいなと思いました、その辺り、ぜひお願いします。 
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 以上です。 

【根本座長】  ありがとうございました。ほかの委員の皆様、今、問題提起されたこと

に関し、多分御意見あると思いますけど、取りあえず、御回答いただくということにした

いと思います。 

【東日本高速道路 取締役 兼 常務執行役員】  東日本から先に御回答を申し上げま

す。 

 新たな料金や次世代型のＥＴＣでございますけれども、現在の日本のＥＴＣの課題の一

つは各料金所で料金計算をすることにしておりますので、全国で７,０００レーンぐらい

あるんですけども、その７,０００レーンに料金表を配信しているというような状態にな

っていますので、なかなか柔軟な料金システムにはなっていないというのは課題でござい

ます。 

 ただ一方、日本のＥＴＣはまさに７,０００レーンにＤＳＲＣのアンテナ網があります

ので、これは一つの財産だと思っています。また、今回の深夜割引の導入に伴いまして、

５０キロメートルおきに、本線ではＤＳＲＣのアンテナを設置してフリーフローアンテナ

を設置しておりますので、これも財産だと思っています。ですので、今後の方向性として

は、日本独自のＤＳＲＣ網を生かしながらセンターサーバーでの後清算など、より柔軟な

料金体系をやりやすい、かつＤＳＲＣのアンテナを使って正確な料金徴収をすると、柔軟

性と正確性を両立させるような新次世代型のＥＴＣというようなのが考えている開発の方

向性であります。 

 ２点目はバイオマス発電につきまして、御質問をいただきました。まさにカーボンニュ

ートラルに向けて、高速道路会社でも発電について高い関心を持っているところでござい

ます。ただ一方、先ほど来、各高速会社からも指摘があるように、なかなか関連事業でこ

ういう発電をどういう場所でするのかということがあります。話題になっている遮音壁に

ペロブスカイト発電をするとか、道路の盛土法面を使ってそういう発電をするとか、太陽

光発電するというようなことも考えられるわけでございますけども、その際は、機構資産

に高速道路会社の会社資産で管理事業を行うということが、今の機構資産と会社資産の厳

格な区分の中ではなかなか難しいとか、解決しなきゃいけない課題もあるんだろうと思っ

ております。バイオマス発電についても、ぜひ場所があれば横展開をして、カーボンニュ

ートラルに資する発電について、取り組んでいければと思っております。 

 以上です。 
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【中日本高速道路 取締役 常務執行役員】  中日本の松井でございます。ＳＡ、ＰＡ

の収益の関係の御質問にお答えいたします。 

 ＳＡ、ＰＡの収益なんですけども、基本的には売上高は順調に伸びておりまして、例え

ば１０年前が大体１,８００億ぐらいだったものが、昨年度は２,３００億を超えるぐらい

ということで、３割ぐらいは増えているということで順調に推移しているんですが、一方

で、利益で見てみますとあまり増えていなくて、コロナの時期に少し低下したんですが、

ほぼ横ばいになっています。 

 この理由としては、老朽化した施設も結構あって、そういったものに対する改築をする

だとか、耐震補強をしっかりしなきゃいけないだとか、そんなような費用がかかっていた

り、また、社会的な関心から、例えば、いろいろなシャワーを設置しなさいだとか、お子

様連れのお客様に対する施設を整備するだとか、そんなような費用もかかったりしていて、

売上げは順調に伸びているし、お客様の満足度も上がっているという認識なんですが、利

益は横ばいぐらいだと思っています。ここの部分はもう少し伸ばしていかないといけない

と思ってはおりますが、一方で、社会的な課題に対応していくというのも我々もすごく大

切なことだと思っていまして、先ほど物流の不動産だとかそういうのはどうかというよう

なご質問もありましたけども、資料の中でコネクトエリアの説明をさせていただきました

けども、別にもうかっているわけではなくて、ドライバーの方の環境改善のために何とか

やっているというのが現状でございます。 

 今後も物流の効率化のためにいろいろな施設を整備したりということは、高速道路会社

としてやっていかないといけないと思っていますが、我々単独ではなかなかノウハウもな

いでしょうし、資金力も含めてないんだと思いますし、ほかの企業の方とも連携しながら、

そういった取組は継続したいと思いますが、物流不動産ですごくもうかるかというような

ことは考えておりませんが、ただ、我々の責務として、ぜひそういうことをやっていかな

いといけないと考えています。 

 以上です。 

【本州四国連絡高速道路 取締役常務執行役員】  ありがとうございました。では、本

四高速のほうから回答します。 

 まず、３点ほどございまして、１点目としましては、維持管理だけですと、なかなかこ

こにありますような錆びを見て、そこの部分に関してどのように直そうというようなこと

を考えるわけなんですけども、実際、維持管理するに当たりましては、長大橋の吊橋全体



 -20-

系として、どのように挙動するんだというような設計的な思想もある程度持っていないと

維持管理はできないと考えています。それを支えるために当社の取組としまして、若い人

たちに過去の設計事例とかを、建設を経験した者が教えるというような取組を行ってござ

います。 

 ２点目としまして、今回、中期経営計画に加えましたが、私どもの長大橋につきまして

は、許容応力度設計法で設計しています。現在、限界状態設計法というように移行してき

ておりますので、例えば、私たちの橋を限界状態設計法で設計したらどんな橋になるんだ

というようなものに取り組みまして、その中で、維持管理がどこか合理的にできることが

ないのかなあということを考えていきたいというように考えてございます。 

 あと、３点目としまして、私ども、建設事業はあまりないわけなんですけども、建設の

新しい考えを教えていただく、経験させていただくということで、ＮＥＸＣＯ西日本さん、

阪神高速さん等に出向させていただきまして、いろいろ経験させていただくというような

協力をいただいております。 

 以上です。 

【根本座長】  ありがとうございました。羽藤先生、よろしいですか。今、羽藤先生か

ら問題提起がありましたけれども、何か関連してコメントしたい方がいらっしゃいました

ら、ぜひお受けしたいと思いますけど、いかがですか。 

【石田委員】  石田ですけど、よろしいですか。 

【根本座長】  どうぞ。 

【石田委員】  ＥＴＣの大改修、あるいは入替えといってもいいかも分からないような

ことを東日本から伺いまして、賛成でございます。今のＥＴＣというのはＤＳＲＣがいい

んだということをおっしゃいましたけれど、アンテナそのものにはそんなお金かからない

と思うんです。ガントリーは高いかも分からないけれども。通信のメディアもどんどん、

どんどん発達していますので、その辺も含めて御検討いただければと思います。 

 ただ、今の料金収受システム、御案内のように、改修に莫大な費用がかかりますので、

入替えといってもいいような、そんなクラウド型の柔軟なシステムに変えないと駄目かな

と個人的には思っております。いろいろな料金実験とか諸サービスとの連携とかを考える

と、今のＥＴＣ料金収受システムは本当に少しがちがち過ぎるので、その辺も含めた大き

な議論をしていただければと思います。 

 そのときに、問題はそんなことをすると、置き換えに相当時間がかかるから、その間ど
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うするのという、そういう問題が絶対出てくると思うんですけれども、それで、少し皮肉

っぽいんですけれども、今年の４月の中日本さんの事故というのは、そういう意味では大

きな実験だったんじゃないかなと思うんです。何を言いたいかというと、これお聞きした

いんですけども、英断だったと思うんですけれど、無料にしますという宣言をされまして、

そのことによって、何かけしからんとか文句が来たりとか、いろいろな反作用が起こった

りというようなことがありましたら教えていただければと思いました。 

 以上です。 

【根本座長】  ありがとうございます。いかがでしょうか。 

【中日本高速道路 取締役 常務執行役員】  ＮＥＸＣＯ中日本の松井でございます。 

 ＥＴＣのシステム障害が起こって、最初は後払いの登録、自主的な申し出をお願いして

いるということに対しては、マスコミの方からもそんなことが本当に集まるのかだとか、

個人のお客様からも弊社のお客様センターのほうに、そういう批判のほうが非常に多く寄

せられたわけですが、５月２日に、料金については還元するというようなことでアナウン

スをさせていただいた後は、批判が全くないわけではありませんが、その数としてはかな

り収まった感じになってございまして、問合せの件数なんかも１日当たり数十件レベルで

ございまして、以前に比べますとかなり減ったというようなことになっていまして、いわ

ゆる社会の皆様からは、ある程度の御納得をいただいているのではないかと理解をしてお

ります。 

 以上です。 

【根本座長】  私もＥＴＣには興味があるので一言コメントさせていただきたいと思い

ます。今日の御発表、タイの例とかシンガポールの例とか、非常に興味深くお伺いしまし

たけれども、やはり目的をどういうところに置くのかということを考えながら、どの仕組

みがいいか、評価すべきだと思います。柔軟な料金を設定するためにどの仕組みがいいの

か、それから非ＥＴＣ車をキャッシュレス化したい、現金の収受をやめるにはどうしたら

いいのか、料金所でストップするんじゃなくて、フリーフローで走らせたほうが効率的だ

という話も大事だと思いますし、あと、料金所をつくるのは難しい、新直轄で有料化する

方法を考えたい。新直轄は今新しいからいいんですけれども、今後維持管理、更新を考え

たら、国全体としてはその費用をどう賄うか、ということが問題になるわけなので、私個

人的にはＮＥＸＣＯに一肌脱いでもらって、もうかる路線でありませんけど、ちゃんとそ

ういうところも、利用者に少しでも負担してもらうというような仕組みにしていったほう
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がいいと思うんです。そのときは料金所はつくれませんから、新しい仕組みが必要になり

ます。 

 それでは、次、石田先生に振ってよろしいでしょうか。よろしくお願いします。 

【石田委員】  ありがとうございます。少し総論っぽいところ、あるいは、道路局のフ

レームそのものにも関係するところから、大き過ぎるんですけど、話させていただきます。

民営化の目的のところなんですけども、２０年前はこうだったんでしょうけれども、今何

が問われているかというと、高速道路が存在して、どういうサービスを提供しているのか

ということを、もう少し点検のときに前面に出さないと、出していただきたいなと思いま

した。 

 例えば、３者の報告を伺いまして、整備ソフトが大きく低下をしておりますけれども、

こういったことは高速道路ネットワークのサービスに関連してどのように受け止めるのか

とか、あるいは不十分なメンテナンス、メンテナンスコストが大変だというお話をたくさ

ん伺いましたけども、十分なメンテナンスをすることによってどういうサービスが維持、

あるいは向上できるのかとか、あるいは新たなサービス、いろいろあろうかと思いますけ

れど、ＳＡ、ＰＡ問題、あるいは自動運転問題も含めて、そういうことをどのようにとら

まえるかみたいなことを考えた上で、皆さん、それぞれに御主張になりましたけれども、

老朽化に伴って事業量も増えるし、工事単価も上がって大変なんだよということは分かる

んだけれど、それはサービスを提供するということに対して、どういう課題をもたらすの

かとか、あるいは課題を解決するためにはどういう負担をお願いしないと駄目かみたいな

ところまで踏み込んだ分析とかコミュニケーションが要るのかなと思いまして、いっぱい

言ってしまいましたけれども、そういうことを民営化の目的を変えるというのは法改正が

要りますので、大変なことだと思うんだけれど、こういう中で、そういう要素をどう取り

入れていくかという、そういう何か大きなフレームの議論があればさらにいいなと思いま

した。そういうことを正面切って正々堂々と言えるためには、今の高速道路が本当にユー

ザー視線でどういうサービスを提供し得ているのか、あるいは、それがこのまま放ってお

くとどうなってしまいそうなのかというアウトカム指標という整備も、今日一社も御発表

ありませんでしたけれども、きちんとしていかないと駄目かなと思いました。 

 そのためにも、メンテナンス、診断ということに関しては、ＭＨＳとかアイ・モビリテ

ィとか４社からこういうことをやっているんだというお話を伺いましたけれど、それが本

当にいい姿なのかということも少し思いました。というのも、４社がかなりばらばら感が
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ございまして、本当に共通の共有できる、あるいはすぐ連携できるような共通基盤の上に

乗っかって開発されているのかどうかというと、どうもそうでもなさそうですし、そうい

うこと、最大限の努力をしていると。メンテナンスだけじゃなくてほかのところでもいっ

ぱい頑張っておられると思いますけれども、それでも苦しいんです。 

 サービス提供の向上、あるいは維持のためには、国民の皆さん申し訳ないけれども負担

増をお願いしたい、それに伴った機構との協定変更の在り方とかというように話がつなが

っていくような気がしますし、そういう努力をしないと駄目だと思うんだけれども、そこ

が結構、今日、御報告いただいた中では、ぶつぶつ感があって、いまいちアピール力に欠

けるなという気もいたしましたので、総論っぽくなってしまいましたけれども、そういう

感想を持ちましたということを申し上げたいと思います。ありがとうございました。 

【根本座長】  ありがとうございました。大きな問題提起で、私も石田先生と同感でき

るところがあります。やはり建設が遅れぎみ、メンテナンスが十分にできない、そういう

事情は分かるんだけれども、それを解決するためには、財源を調達しなきゃいけません。

財源調達が重要という文言は幾つかの会社からありました。道路利用者に説明して何かお

願いするようなこともあっていいんじゃないかということは、これは一つのテーマになり

得ると思うんですけれども、これはそれぞれの会社から何かコメントもらってもいいです

か。 

【石田委員】  できましたら、道路局からもいただければありがたいと思います。 

【根本座長】  本日は、それぞれ個人的な見解でいいので、お話ししてみてください。

伊勢田さん、どうですか。 

【東日本高速道路 取締役 兼 常務執行役員】  何よりもお客様目線で、まさにお客

様サービスを安全安心を提供するというのが会社の目的でございますので、その点につい

て、維持管理修繕を低下させないで安全安心なサービスを提供したいというのが会社の思

いであります。具体的には、交通事故の死亡率は民営化した以降、現在までで約半減して

おりますし、かなり安全性は上がってきてはいるので、そういうこともしっかりと、今日

は資料には入っていませんけども、やっていかなきゃいけないと思っています。 

 財源問題については、特に維持管理修繕費ということになれば、ひとしく利用者、お客

様に御負担をお願いしなきゃいけないのかなと、させていただけないかなとは思っており

ます。となりますと、料金とか割引とかというところでお客様にお願いをするということ

にならざるを得ないのかなと思っております。 
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 以上です。 

【根本座長】  中日本はいかがでしょうか。 

【中日本高速道路 取締役 常務執行役員】  中日本の松井でございます。石田先生の

お話を聞いていて、少し反省というか、我々もしっかりやらなきゃいけないなと思ったの

は、どういうサービスを提供、これぐらいのお金だったらこういうようなサービスです、

仮にここを低減するとこうなりますだとか、そのような選択肢であったり、そういうもの

を我々多分しっかりとまだ提供できていないような気もいたしますし、そういうことをし

っかり考えなきゃいけないなというようなことを思ったのが１点でございます。 

 それから、財源をどう確保するかというようなところについては、割引をどうするかだ

とか、そんなことも含めて、今後しっかりと整理をしていかなきゃいけないなと感じまし

た。 

 以上です。 

【根本座長】  ありがとうございます。西日本お願いいたします。 

【西日本高速道路 代表取締役専務執行役員】  ＮＥＸＣＯ西日本の後藤です。大変貴

重な御意見をいただいたと思っております。財源の確保が大事だということを先ほど述べ

させていただきましたが、その点につきましては、今、ＮＥＸＣＯ東と中からもお話があ

りましたように、お客様の御負担の在り方についてというのがあろうかと思います。また、

これだけでなくて、私どもできることについては最大限努力するということが大事だと思

っていまして、例えば技術開発をすることによって、新しいジェットファンにしろ、照明

にしろ、よりコストのかからないものを開発するとか、あるいは点検技術につきましても、

高解像度のカメラとかドローンを使って点検することによって点検費用を低廉化するとか、

こういった取組をしながら、コスト縮減に我々が技術的な観点からどんな努力ができるか、

しっかりやる必要があると思っています。 

 加えて、維持管理の費用、これについても、現在の管理コスト、これの現状を把握し、

また、それが増加してきている要因を分析して、必要があれば、安全の確保を大前提とし

つつ、その上で管理水準の見直しとか、こういったことによってどのようなコスト縮減が

できるのか、こういった我々としてできることの努力は最大限やっていきたいと思ってお

ります。 

 以上です。 

【本州四国連絡高速道路 取締役常務執行役員】  本四高速の今井です。私どものほう
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で考えていますのは、どちらかというと、先ほど説明しました大鳴門橋の伸縮装置の更新

工事をしたわけなんですけど、このような工事が行われますと、昼夜間規制を行いまして、

多くの利用者に御迷惑をおかけしています。しかも、この工事につきましては、徳島県に

阿波踊りというのがございまして、阿波踊りの期間はどうしても避けないといけないです

し、阿波踊りのときにこの工事をやりますと、地元の方たちに迷惑をかけるということで

ございまして、そういうのを避けてやるということと、こういう工事の必要性というのは

皆さんに何度も説明して御理解いただく必要があるんじゃないかなと思ってございます。 

 以上です。 

【根本座長】  ありがとうございます。 

【高速道路課長】  高速道路課長の松本です。石田先生のほうから、高速道路として、

そもそもどういうサービスを提供していくのか、整備、メンテナンスも含めて大きなフレ

ームで考えるべきではないかという御指摘をいただきまして、まさしく一番重要な点だと

思っております。 

 そういう意味では、高速道路としてどういうサービスが提供できるのか、それぞれ、国

も含めてだと思いますけど、具体的な目標設定をしながら、それがどう実現していくのか

というところを結果的にフォローしていくということで、先生もおっしゃいましたけど、

アウトカム指標みたいなところも含めて、その辺を明確にしながら進めていく必要がある

のかなと思っております。この辺りは、また国も役割もございますけど、機構の役割も併

せてあろうかと思いますので、また、次の会でも御議論できればと思っています。 

 また、どういうものを目指すのかというのは、確かに道路単体のところもありますけど、

ほかのものも含めて、国土づくりの中でどうやっていくのかというところもあろうかと思

いますので、上位計画との整合とか、同じ道路の中でもどういう立ち位置にあるのかとい

うところもよく確認する必要があるのかなと思っているところでございます。 

【石田委員】  ありがとうございます。石田ですけど、ちょっとよろしいですか。 

【根本座長】  どうぞ。 

【石田委員】  今、松本課長がおっしゃったアウトカム指標なんですけれど、１０年点

検のときにも申し上げたんですけれど、指標の定義は３者共通していただけたんです。こ

れは機構の評価委員会で随分そういう議論をさせていただいて、ようやっとそこに至った

んですけれども、目標がばらばらなんです。各社の違いがあるとは思うのですが、やりま

す、やりますと。でも時間がかかってというので１０年以上たっているんです。明確な説
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明もないまま。こういうことは国民との、あるいはユーザーとのコミュニケーションで、

少なくとも私はユーザーとして怒りを覚えますので、その辺も含めて、前向きに取り組ん

でいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

【根本座長】  ありがとうございます。どういう道路を目指すのか、どういう形で負担

を求めていくのかということは重要なテーマだと思いますけれども、大串先生、田邉先生、

何かコメント、関連してありますか。 

【大串委員】  すみません、大串です。ありがとうございます。 

【根本座長】  どうぞ。 

【大串委員】  いろいろなところで収益源を求めなければいけなくなってきているなと

いうところは本当に思っております。というのも、高速道路会社を運営されている皆さん

に対して、例えば物流に対して新たな仕組みをつくろうとか、最近のパーキングの在り方

もそうですけども、コネクトエリアを作っていただいたり、多様な投資をしていただかな

きゃいけない中において、完全に受益者負担でいくのか、どこかで地域の自治体のサービ

スステーションとしても使うことによって、両方からの収益を考慮するのかなど、それぞ

れ考えていかなければ、仕組みそのものがサステーナブルじゃなくなってくるかなと考え

ております。ありがとうございます。 

【根本座長】  ありがとうございます。何かございますか。 

【田邉委員】  これに関連した内容ですか。 

【根本座長】  はい。 

【田邉委員】  分かりました。田邉でございます。御説明ありがとうございます。石田

先生の言われたアウトカム指標は、頂いた資料の５ページ目に今後必要な取組のところで、

アウトカム指標を活用して云々というところで、こういったものが既にあるが、目標が各

社定められていないという理解でよろしいでしょうか。 

【石田委員】  すみません、石田です。私の理解するところでは定まっているんですけ

れども、微妙に目標数値が異なっているんです。それでいいのか……。 

【田邉委員】  それは債務をどのくらい減らすのかとか、新設道路が何キロとかそうい

う指標ということですか。 

【石田委員】  違います。渋滞がどうだとか。 

【田邉委員】  渋滞に関する指標があるのですか。 

【石田委員】  舗装の凸凹がどうだとか。 
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【田邉委員】  実は私、別でそれを質問しようと思っていました。高速道路会社が提供

するサービスは、安全はもちろんですが、安価に２地点間を高速に移動することですので、

渋滞というのは一番サービスのネガティブな要素で、その議論が今回あまりなかった印象

です。実はそれはアウトカム指標としてはあり、当然地域性がかなり強いので、どうして

も混んでしまう道路はあると思いますが、渋滞の指標は存在しているけど、各社ばらばら

なのが問題、それを振り返らないのが問題と理解いたしました。 

【石田委員】  すみません。もう一つだけ発言させていただきますと、本当にいかんと

もしがたい理由があれば、ばらばらでもいいと思うんですけれど、そういう理由の説明も

ないんです。時間がかかりますから待ってくださいというのが１０年以上続いているわけ

で、それはいかがなものかなと思いました。 

【根本座長】  ありがとうございました。それでは、今、渋滞のお話ありましたけど、

田邉先生、何か別のことで指摘したいことがあるんですか。 

【田邉委員】  今の件に関して事務局から。 

【根本座長】  何かレスポンスありますか。どうぞ、遠慮しないで。 

【中日本高速道路 取締役 常務執行役員】  中日本の松井ですけども、石田先生言わ

れたアウトカムが少しばらばらになっているというところは、例えば渋滞の指標だとかは、

今の実績みたいなものをベースにしながら少し減らしていくぞだとか、あとこういった事

業をやるので、これぐらい減らせるんじゃないか、そんなようなところもあるので必ずし

も同じになっていないような部分もあったり、共通の目標を立てて、共通のベースにしよ

うとしているような指標もあったりはしています。 

 ただ、そこの説明が足りないというようなことも御指摘もいただいていますので、そう

いった違った目標であれば、こうだから違うんだとか、そういうのも含めてちゃんと説明

をしたりだとか、そういうことをしっかりと出していくということが必要だなと考えまし

た。 

 以上です。 

【根本座長】  そういえば、お金は大丈夫かという話がさっきありました。田邉先生の

ところに行く前に私、一言コメントしていいですか。東の２３ページ目、すなわち単価が

増加して、修繕費がどんどん増加して大変だという説明でした。ブルーのところがどんど

ん細くなっていくぞということだと思うんですけども、その他に特定更新事業があるじゃ

ないですか。２年前に、２１１５年までに料金徴収期間を延ばしましたから、特定更新事
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業は将来にわたって必ずできますよと、安心してください、持続可能ですという説明をし

ました。そういう観点からいうと、直近の工事単価の上昇とか金利が上昇したというのは、

２年前は必ずしもそこまでは想定していなかったかもしれない。 

 そういった中で、果たして大丈夫かということという質問がきっとあると思うんです。

それを大丈夫じゃないとしたら、料金値上げするのか、それとも割引をやめるのか、とい

う話が出てきます。その議論の前提として大丈夫か、大丈夫でないかは、この図を見ても

分からないんです。特定更新事業がこれからどのように費用として出てくるのか、それに

よって、先ほどありましたけども債務残高が上がってくるとか、２１１５年にゼロになる

のか、それともどんどん、どんどんそれが増えて発散するのか。そういうことがぱっと見

て分かるグラフみたいなものがないと、道路利用者にお金が足りないということを説明で

きないと思います。 

【大串委員】  根本先生、大串からもよろしいでしょうか。 

【根本座長】  どうぞ、どうぞ。 

【大串委員】  すみません、私もちょうど自分の番が来たら、そこについてお聞きしよ

うと思っていました。 

【根本座長】  ぜひお願いいたします。 

【大串委員】  非常に皆さんたちの、これまでと同じ仕事をしても費用単価が上がって

いくわけですし、物がどんどん悪化していく中で、いろいろな投資費用をこれからかけて

いかないといけないですし、若者に対してやりがいだったり、技術を身につけてもらう必

要も出てきていて、これまでと次元が違うようなインフラマネジメントの世界に突入して

いく中で、この表だと本当に分かりにくいんですよね。同じぐらいの幅、少し狭まってい

るけど、今後二、三十年はもつのかしらみたいに思えてしまいますので、現行の仕組みで、

実はどれぐらいサステーナブルなのかと。現在の料金の値上がりの仕方も含めてそこは教

えていただかないと、なかなかいろいろなものを決めていくときに困るかなと思いました。 

 先生ありがとうございます。以上です。 

【根本座長】  これは何か御回答いただける方がいらっしゃいますか。 

【東日本高速道路 取締役 兼 常務執行役員】  東日本の伊勢田ですけども、２３ペ

ージのグラフは、年間の料金収入に対して年間発生している、いわゆる維持管理修繕費、

ある意味、毎年毎年のやりくりの状況を出しているものであります。ですから、このほか

に建設費と更新費というものがあって、これはある意味、大きな投資でございますので、
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毎年毎年のやりくりじゃない部分になります。 

 まず、このグラフで申し上げたい状況は、毎年毎年のやりくり自身が厳しくなってきて

いるということであります。このほかにある建設費と更新費も同様に、物価上昇の影響は

受けております。根本先生おっしゃるように、今から１０年前に設置した更新費、先行更

新費についても、既に約１.５倍ぐらいの物価上昇になってきておりますので、まさに更

新費も建設費も、将来の物価上昇を見込まない形で積算計上しておりますので、物価上昇

分は確実に影響を受けることになっています。 

 ですので、それは別途違うグラフを用意しないとなかなか説明がつかないわけでありま

して、すみません、このグラフはまさに建設費とか更新費……。 

【根本座長】  は入っていない。 

【東日本高速道路 取締役 兼 常務執行役員】  以外の、まさに毎年毎年のやりくり

の部分についてだけを表現したものになっているということであります。 

【根本座長】  そうしたら、そちらのほうの建設費、更新費が、更新事業はもう１０年

前からやっているわけですから、どのように今まで推移して、今後どうなっていくのかと

か、それによって残高がどんどん減っていくような図になるのかならないのか、そこら辺

は、また追加的に資料をぜひつくっていただきたいなと思います。 

【東日本高速道路 取締役 兼 常務執行役員】  はい、承りました。 

【根本座長】  それでは、ほかのテーマというか、それじゃ、お待たせしました。その

後、また大串さん、行きますので、どうぞ。 

【大串委員】  ありがとうございます。 

【田邉委員】  ありがとうございます。いろいろな論点があります。民営化の経緯でい

ただいた枠組みの３つの論点に従うと、これが実現できているのかをチェックする場と理

解しております。ついつい厳しいこと言ってしまう前に、私はインセンティブ助成委員会

のほうでもお仕事させていただいて、各社が様々な工夫をしてコストを減らすだけでなく、

本日、余り言及されませんでしたが、工事を工夫することによって一般道に与える影響を

少なくするような社会的な貢献も大変多くされていたと記憶しております。不断の御努力

をされていることに敬意を表したいということがあります。 

 次に、４ページ目、公団時代から民間企業になったことによって、どれだけ債務を多く

返済することができるようになったのかは、こうした時系列的な変化を見るだけでは分か

らない。つまり、この１０年間努力したというのはその前後の比較であって、もし現在も
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公団時代が続いていた状態との成果の比較が、本日のお話ではあまり見えていないのでは

ないかと思いました。 

 例えばＳＡ、ＰＡがこれだけよくなっている。恐らく、これについて民営化の効果が見

えていないという人は多分ほとんどいないと思いますが、それ以外のところで、民営化の

定義次第ではありますが、一定程度の民間活力に委ねるということができたことによる成

果というところも併せて、もう少し言及していただくと、国民の皆様に、その成果をより

分かっていただけるのではないかと思いました。 

 ＳＡ、ＰＡがよくなったというのは誰が考えてもそうだとは思いますが、それが例えば、

道の駅もかなり良くなり、全国各地で整備されてきて、お客様をたくさん集めていて、こ

んなサービスがあるのか、こんな貢献をしているのかと驚くこともあり、それを上回る民

営化ならではのサービスを何かされているのでしょうか。そう聞かれたときに、恐らくき

っとあるとは思いますが、言語化されて見える化していただいたほうがもっとよかった。

少し厳しいことかもしれませんけど、言わせていただいたのが１点です。 

 もう１点はコストが上がっていて、大前提としてはコスト縮減に努力をして、ぎりぎり

の努力をしても回避することができないコストであるならば、それはかかった分、受益者

の皆様に負担していただくというのは当然なことだと思います。その分、料金を上げたり

料金体系、割引しかできないのは、道路局側の課題になるのかもしれませんが、アクアラ

インのように、めり張りの利いた料金体系を使うことによって交通量を平準化して、全体

として、移動時間削減、移動コストを削減する施策は、地域経済に与える影響という点で

も非常に大きいのではないでしょうか。 

 こうした料金体系とか割引は、いいところだけではなく、いろいろと見直さなければな

らないところもあるとは思うので、その検討を含めて、初めて料金値上げをすることがで

きるのではないかと思います。料金を上げるというのは抵抗が多いので、皆様避けたい気

持ちは分かりますが、例えば、現在の車種区分の料金がこれでいいのか、割引が本当にこ

れで適切なのかなど、その辺は議論していかなければならないのかなと思いました。 

 すみません、以上になります。 

【根本座長】  幾つか論点があったんですけれども、まず、民営化ということの果実を

事前事後じゃなくて、ウィズ、ウィズアウトで、こんないいことがあったよというのを分

かりやすく説明できるかということですよね。これはなかなか難しいとは思いますけど、

誰かお答えされる方いますか。どうぞ。 
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【中日本高速道路 取締役 常務執行役員】  中日本の松井ですけども、道路の分野で

考えたときに、少し難しいかなという感じが今しています。例えば関連事業では、サービ

スエリアというお話がありましたけど、サービスエリアは公団の時代もやっていましたけ

ども、道路の外側の領域というのは、道路公団の時代ではそういうことはやっておりませ

んでしたし、例えば海外での事業だとか、それは法律でも禁じられていたりしましたので、

そういった部門では、成功しているか、成功していないかというのは置いておいても、ト

ライはしているという面では、公団時代にはなかったような取組を行われているのかなと

いうようなところはあるかなと思います。 

 一方で、高速道路の分野で、ここがというところについては、田邉先生にお返しする分

野はどこかなというような感じではあります。 

【田邉委員】  もともと努力されていて、それが継続されているというのも十分な貢献

だと思います。 

【根本座長】  どうぞ。 

【東日本高速道路 取締役 兼 常務執行役員】  公団時代と、今の民営化された高速

道路会社の違いの大きな一つは、いわゆる当時はファミリー問題ということで、公団のと

きは批判を受けました。ある意味、母屋と離れで、離れですき焼き、母屋でおかゆとか、

そういうことも言われたわけでありますが、今は完全に子会社化して、グループ経営を行

っております。それゆえに、そういう子会社のガバナンスがきっちり聞いています。 

 子会社は何をやっているかというと、まさに料金収受で、あとは施設の点検、あとは除

雪や保守などのメンテナンス、あと、いわゆる故障車とか落下物に対応する黄色い巡回車、

それと、あとサービスエリアと大きく５つありますけども、これら全てグループ経営化を

して、完全子会社化しております。それもあって、例えばパトロールとか落下物の回収率

も上がっていますし、故障車への駆けつけ時間は、平均して通報いただいてから１５分ぐ

らいで駆けつけしておりますので、こういうところは、例えば、直轄国道さんなんかと比

べても大きくサービスレベルが違うことが達成できているということと、子会社化したこ

とによって除雪のノウハウとか今回も予防的通行止めとかいうのを成功しましたけど、そ

ういうことの継承とか、そういう意味で、お客様と直接接するような部分の会社をグルー

プ会社化して、ガバナンスが効くようになっていますので、そこのレベル、そこの分野で

のサービスレベルは大変上がっているのではないかと思っているところでございます。 

 以上です。 
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【根本座長】  田邉さん、民営化でＪＲは、もうからない路線はどんどん廃止するし、

もし割引するときも、割引して観光需要を増やせるなら割引するけれども、もうからない

割引はすぐやめてしまいます。だけども、道路の場合は新東名の６車線化はもうかるだろ

うけれども、地方のほうの４車線化はもうからない。でも、それは安全のために必要だか

らやるとか、あと、割引も政策的にやろうと判断してやっているから、そこは民営化じゃ

ないことの、むしろ完全民営化しなかったことの利点でもあるような感じもしています。

なかなかそこは深い議論があるような気がするんです。 

 あと、田邉先生が問題提起した中で、値上げするとか割引するという方法で財源調達が

あり得るんじゃないのということがありました。例えば、休日割引は、割引して収入が減

って、しかも混雑が激化するからやめたいみたいな話がありました。そうしたほうがいい

と思いますが、そもそも割引で一体どれぐらい収入が減っているのかということを、ちゃ

んとそれはデータで示していただきたいと思います。料金を値上げしなくても割引を全部

やめたら、これだけ収入増えるじゃないかというデータというのは、貴重なデータになる

んじゃないかなと思いました。 

 それでは、すみません、大串さん、お願いいたします。 

【大串委員】  ありがとうございます。すみません、私、多分時間がないので、コメン

トという形でお願いします。 

 まずは、中日本さんの最近のシステムトラブルについて、新幹線みたいに何で払戻しし

ないんだみたいな話もネット上とか新聞等で出ていましたが、新幹線と高速道路の違いと

いうのは、サービスレベルアグリーメントというんでしょうか、２時間以上を超えて遅延

しないということで新幹線料金などを出しているので、それ以上超えた場合はそこを払い

戻すというところなんだと思います。もしかしたらダイナミックプライシングを導入する

ことになると、これ以上の時間はかからない。例えば想定の時間よりも１時間オーバーす

ることがないような料金設定でダイナミックプライシングを敷くとか、そういうことであ

れば、そういうことも実現できるのかなと思いました。そういうサービスレベルアグリー

メントの考え方と料金のくっつけ方はとても大事だと思いますけれども、まずは、根本先

生からも御指摘があったように、フリーフローで走れるような決済システムというのをつ

くり上げてほしいというのが１点です。 

 ２点目ですけれども、東日本さんからのペロブスカイトを機構の施設に設定するという

ことに対しては問題があると提起がありました。これは実現させたほうが、必ず脱炭素に
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もいいですし、もしかしたら収益源としてできるかもしれないということで、この辺は今

回の点検を機に、何らか変えられる仕組みができて、機構さんの持ち物であっても高速道

路会社さんが協議によって利用できる、そして収益源にできるというようにできないかな

と思いました。これが２点目です。 

 ３点目ですけれども、本四さんが西日本さんなどに人を派遣して橋梁技術を勉強されて

いるという話を伺いました。人材育成はどのインフラ会社にとっても、これから大きなも

のがなかなか見込めないときにおいて、とても大事な案件だと思いますので、できれば日

本全国にある橋梁も本四さんが担っていただけるように、地整さんとかがサポートしてい

ただければなというのは３点目です。 

 ４点目が、これ本当は皆さんにお聞きしたかったんですけれども、現行の収益状態とコ

ストが急激に上がっている状態で、皆さんの経営何年もちますかというのを、実際は教え

ていただきたいなと。特に有能な人材を中に確保しながら技術者を育成していただくとい

う中において、非常に大変な思いをされていると思いますし、通常、企業であれば投資経

済計算を行って、どれぐらいでうちの会社は潰れちゃうぞというようなことで収益源を探

るんですけれども、できればそういう情報も出していただけると、これからの我々が考え

る料金設定、皆さんたちは自分たちで自分たちのサービスの料金を決められないという非

常に特殊な会社でありますので、情報開示によってアピールしていただかないと、こちら

もなかなかそういうところが把握できていないということになりますので、財務を通じて

会社全体がサステーナブルなのかどうかというのも、できれば次回、追加情報で出してお

いていただけると非常に助かります。 

 以上です。ありがとうございました。 

【根本座長】  重要な御指摘ありがとうございます。最後のところ、各社にお答えいた

だきたかったということなんですけれども、将来に渡り財務はサステーナブルであるかと

いう見通しを出してもらい、若い人が、この会社はいい会社だと思えるような状況を作っ

ていきたいですね。そのために、料金収入がどのように確保していくが重要になるのでは

ないでしょうか。 

 それでは、どうでしょうか。田邉さん、ほかによろしいですか。 

【田邉委員】  はい。 

【石田委員】  石田ですけれども。 

【根本座長】  どうぞ。 
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【石田委員】  ありがとうございます。民営化によって財務の現象がどうなったか、さ

らによくなったのかということに関しては、次回の保有機構のほうから御説明があろうか

と思いますけれども、私のほうで申し上げますと、調達先の多様化とか、機を見て敏に調

達するとか、相当これまでではできなかったような機敏なフレキシブルなことをやられて

いますので、それは報告されるんじゃないかなと楽しみにしております。梶川さんも、私

以上にその辺はよく御存じだと思います。 

 それと、民営化によって、いいこといっぱいあるので、今日は時間もないということも

あって、その辺の御報告、少なかったですけれども、それはアピールするということも、

お金をかけるだけのことがあるよねということはいろいろ本当にやっておられますので、

その辺はさらにアピールされると、つつましいところかも分かりませんけれども、その辺、

さらに充実強化されるといいなと思いました。 

 最後に１点だけお願いなんですけれども、３社、４社とも書かれておりますカーボンニ

ュートラルなんですけど、これはなかなか大変なことでございまして、４社で自分の責任

権限の中でできることって、高速道路上から排出されるカーボンの総量に比べると、比率

は非常に少ないんです。ですから、いろいろなところとの連携協働をこれからどう構築し

ていくかということは、非常に大事な課題になってこようかと思いますので、その辺、よ

ろしくお願いしますということでございます。 

 すみません、ありがとうございました。 

【根本座長】  どうもありがとうございました。 

 時間になりましたので、今日はこの辺にさせていただきたいと思います。１回目のヒア

リングとしては、充実したヒアリングになったんじゃないかと思います。 

 それでは、事務局のほうにお戻しいたします。 

【総務課長】  事務局でございます。長時間にわたる御議論誠にありがとうございまし

た。 

 本日の内容につきましては、後日、皆様方に議事録の案を送付させていただきまして、

御同意をいただいた上で公開をさせていただきます。近日中に速報版として簡潔な議事概

要を我々のホームページで公表させていただきます。 

 それでは、以上をもちまして、閉会とさせていただきます。本日はどうもありがとうご

ざいました。 

── 了 ── 


